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任
期
満
了
に
伴
う
町
長
・

町
議
会
議
員
の
立
候
補
者
受

付
が
４
月
22
日
行
わ
れ
、
町

長
、
町
議
会
議
員
と
も
定
数

を
超
え
な
か
っ
た
た
め
、
無

投
票
で
当
選
が
決
ま
り
ま
し

た
。

　
そ
の
結
果
、
町
長
は
井
上

章
三
氏
（
56
）
が
３
期
目
の

当
選
。
議
会
議
員
は
現
職
11

人
、
元
職
１
人
、
新
人
２
人

の
当
選
者
が
決
ま
り
ま
し
た
。

本
町
で
は
町
長
の
無
投
票
は

昭
和
62
年
以
来
16
年
ぶ
り
、

町
議
会
議
員
は
昭
和
58
年
以

来
20
年
ぶ
り
で
す
。
当
選
者

は
次
の
と
お
り
で
す
。�

　
新
し
く
議
員
に
選
出
さ
れ

た
方
々
の
顔
ぶ
れ
を
紹
介
し

ま
す
。

　
な
お
、
写
真
は
届
出
順
で
、

敬
称
は
省
略
し
て
あ
り
ま
す
。

町
長
に
井
上
章
三
氏
再
選

統
一
地
方
選
結
果

町
長

井
上
章
三
　
　
56
無
現

町
議
会
議
員
（
届
出
順
）

高
嶺
実
樹
雄
　
40
無
現

下
大
迫
幸
太
郎
66
無
現

四
位
芳
彦
　
　
68
無
現

栗
野
則
幸
　
　
50
無
現

東
　
哲
雄
　
　
49
無
現

楠
木
園
洋
一
　
51
無
新

朝
隈
一
誠
　
　
58
無
元

迫
　
善
光
　
　
66
無
現

上
大
迫
清
盛
　
62
無
現

米
丸
純
男
　
　
51
無
新

高
嶺
虎
男
　
　
63
無
現

川
口
憲
男
　
　
55
無
現

宮
之
脇
金
次
郎
60
無
現

中
尾
正
男
　
　
57
無
現

井上章三町長

新 議 員 の 横 顔 紹 介

東　哲雄 栗野則幸 四位芳彦 下大迫幸太郎 高嶺実樹雄

米丸純男 上大迫清盛 迫　善光 朝隈一誠 楠木園洋一

中尾正男 宮之脇金次郎 川口憲男 高嶺虎男

　
第
１
回
薩
摩
東
部
地
区
合
併
協
議
会
（
宮
之
城
町
・
鶴
田
町
・

薩
摩
町
）
が
、
４
月
18
日
（
金
）
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
平
成

17
年
１
月
合
併
を
目
標
に
協
議
が
な
さ
れ
ま
す
。

　
薩
摩
東
部
地
区
合
併
協
議
会
は
、

４
月
９
日
（
水
）
３
町
の
議
会
で
合

併
協
議
会
設
置
議
案
及
び
予
算
が
可

決
さ
れ
、
設
置
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　
こ
の
協
議
会
は
、
任
意
合
併
協
議

会
に
引
き
続
き
、
事
務
局
を
宮
之
城

町
役
場
内
に
置
き
、
会
長
に
北
村
信

之
宮
之
城
町
長
、
副
会
長
に
井
上
章

三
鶴
田
町
長
、
山
口
昭
幸
薩
摩
町
長

を
選
任
し
協
議
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

　
今
回
第
１
回
目
の
協
議
会
が
薩
摩

町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
で
開
催

さ
れ
、
協
議
会
の
委
員
に
３
町
の
町

長
、
議
長
を
は
じ
め
議
会
議
員
、
学

識
経
験
者
な
ど
30
人
に
委
嘱
状
が
交

付
さ
れ
ま
し
た
。
本
町
か
ら
は
、
井

上
章
三
町
長
、
門
前
裕
夫
助
役
、
東

哲
雄
議
長
、
中
尾
正
男
議
員
、
四
位

芳
彦
議
員
、
有
村
正
剛
氏
（
社
会
福

祉
協
議
会
監
事
）
、
田
畑
和
成
氏
（

農
業
委
員
）
、
橋
之
口
富
雄
氏
（
商

薩
摩
東
部
地
区
合
併
協
議
会
を
設
置

宮
之
城
町
・
鶴
田
町
・
薩
摩
町
の
３
町
で
構
成

工
会
長
）
、
外
越
フ
サ
子
氏
（
教
育

委
員
）
大
囿
美
智
男
氏
（
紫
尾
上
自

治
公
民
館
長
）
の
10
人
が
委
嘱
さ
れ

ま
し
た
。

　
会
で
は
会
長
が
「
こ
の
地
域
は
他

の
地
域
に
負
け
な
い
個
性
を
有
し
て

お
り
、
３
町
民
が
心
を
ひ
と
つ
に
し

て
、
町
民
か
ら
合
併
を
し
て
良
か
っ

た
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
合
併

が
で
き
る
よ
う
に
協
議
を
し
て
い
き

た
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
そ
の
後
、

合
併
協
議
会
の
運
営
規
程
、
事
業
計

画
、
予
算
な
ど
が
協
議
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
平
成
17
年
１
月
の
合
併

に
向
け
て
毎
月
１
回
の
協
議
会
や
幹

事
会
等
を
開
催
し
、
合
併
の
方
式
、

合
併
の
期
日
、
新
町
の
名
称
、
新
町

の
事
務
所
の
位
置
の
基
本
４
項
目
や

新
町
建
設
計
画
、
財
産
及
び
債
務
の

取
扱
い
な
ど
46
の
協
定
項
目
の
協
議

を
行
い
ま
す
。

新町誕生までのスケジュール

法
定
合
併
協
議
会
の
発
足

◎法定合併協議会の開催

　・協定項目の協議・決定

◎新町建設計画の策定

◎事務事業一元化

◎新町例規策定

◎電算システム統合

◎住民説明会の開催

各
町
で
の
合
併
議
決

合
併
協
定
書
の
調
印

知
事
の
決
定

県
議
会
で
の
合
併
議
決

総
務
大
臣
の
告
示

新

町

誕

生

平成15年
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第１回薩摩東部地区合併協議会の様子


